
○習志野市建築基準法施行細則 

平成２６年２月２８日 

規則第４号 

改正 平成２７年５月２８日規則第３６号 

平成２７年１０月６日規則第４８号 

平成２８年５月２０日規則第３１号 

平成２９年７月１１日規則第４２号 

 

 

第１７条 法第７条の３第１項第２号の規定により市長が指定する区域は、市内全域

とする。 

２ 法第７条の３第１項第２号の規定により市長が指定する建築物の用途及び規模は、

新築に係る１の建築物又は増築若しくは改築に係る１の建築物の部分で、次の各

号のいずれかに該当する用途及び規模のものとする。 

(１) 一戸建ての住宅（事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含

む。）で次のいずれかに該当する規模のもの 

ア 地階を除く階数が３以上のもの 

イ 床面積の合計が１００平方メートルを超えるもの（分譲住宅に限る。） 

(２)  前号に掲げる用途以外の用途に供する建築物で次のいずれかに該当する

規模のもの 

ア 地階を除く階数が３以上のもの 

イ 床面積の合計が５００平方メートルを超えるもの 

３ 法第７条の３第１項第２号の規定により市長が指定する特定工程は、次の各号に

掲げる建築物の構造の区分に応じ、当該各号に定める建築物に関する工程とする。

ただし、建築物に関する工程が次の各号の２以上の工区に分けて施工する場合は、

２以上に分けた工区のうちいずれか早期に施工する工程を、次の各号に定めるい

ずれかの工程を２以上の工区に分けて施工する場合は、２以上に分けた工区のう

ちいずれか早期に施工する工区の工程を特定工程とする。 

(１) 鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 １階の鉄骨その他構造部材の建て方の

工事の工程 

(２) 鉄筋コンクリート造 地階を除く階数が１の建築物にあっては屋根及びはり（基

礎ばりを除く。）の配筋の工事の工程、地階を除く階数が２以上の建築物にあって

は２階のはり及び床の配筋の工事の工程 

(３) 木造 屋根の小屋組の工事及び構造耐力上主要な軸組の工事の工程（枠組

壁工法を用いた建築物の場合は、屋根の小屋組の工事及び耐力壁の工事の工

程） 



(４) 前３号に掲げる構造以外の構造 地階を除く階数が１の建築物にあっては、屋

根版の取付工事の工程、地階を除く階数が２以上の建築物にあっては２階の床

版の取付工事の工程 

４ 法第７条の３第６項の規定により市長が指定する特定工程後の工程は、次の各

号に掲げる建築物の構造の区分に応じ、当該各号に定める建築物に関する工程と

する。ただし、既存建築物の全部又は一部が存することのみにより建築基準関係

規定に適合しない場合は、最上階の内装の工事を特定工程後の工程とする。 

(１) 鉄骨造 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆の工事、外装の工事

及び内装の工事の工程 

(２) 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 地階を除く階数が１の建築物

にあっては屋根及びはり（基礎ばりを除く。）のコンクリートの打込みの工事の工

程、地階を除く階数が２以上の建築物にあっては２階のはり及び床のコンクリート

の打込みの工事の工程 

(３) 木造 構造耐力上主要な軸組又は耐力壁を覆う外装の工事（屋根ふきの工事

を除く。）及び内装の工事の工程 

(４) 前３号に掲げる構造以外の構造 構造耐力上主要な部分（基礎及び基礎ぐい

を除く。）を覆う外装の工事及び内装の工事の工程 

５ 前各項の規定は、次の各号のいずれかに該当するものについては、適用しない。 

(１) 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物 

(２) 法第７条の３第１項第１号の工程を含む工事に係る建築物 

(３)  法第２６条第３号に規定する畜舎その他の政令で定める用途に供する建築

物 

(４) 法第６８条の２０第１項に規定する認証型式部材等を有する建築物 

(５) 法第８５条第５項の規定による許可を受けた仮設建築物 

(６) 住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年法律第８１号）第５条第１

項の規定による建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受ける住宅 

（平２７規則３６・平２７規則４８・平成２９規則４２・一部改正） 

 


